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はじめに 

熊本県の北東部、阿蘇地域のほぼ中央に位置する本市は、阿蘇五岳を中心とする世界に誇

る世界最大級のカルデラや広大な草原を有し、水と緑の文化をはぐくんできました。 

この大自然を守り抜いてきた多くの先人たちが残してくれた豊かな自然環境を子や孫の世

代に引き継いでいくのは、今を生きている私たちの責務です。 

そのため、本市では、平成 24年 3月に環境基本条例を制定し、その基本理念の達成に向け、

野焼きや輪地切り等による草原保全活動を継続するほか、地下水保全条例を制定し地下水を

公共水と位置づけるなど、自然環境の保護に向けた取り組みを行っているところです。 

しかしながら、今日の社会経済活動は、便利さと引き換えに大量のエネルギーを消費し、

様々な環境への負荷を与えながら営まれています。その結果私たちの抱える環境問題はます

ます複雑多様化し、廃棄物排出量の増大や不法投棄といった地域の問題から、地球温暖化や

酸性雨など地球規模の環境問題まで多岐多様にわたっています。 

地球温暖化防止に関する対策として、平成 9 年に、地球温暖化防止京都会議が開催され、

温室効果ガス削減義務を具体的に定めた「京都議定書」が採択、平成 17年 2月に発効されま

した。また、平成 20 年 8 月に開催された洞爺湖サミットにおいては、「温室効果ガス半減目

標を世界で共有する」との首脳宣言が発表されるなど、私たち一人ひとりに環境配慮行動が

求められているところです。 

このような状況を踏まえ、長期的な視点に立ち、阿蘇市の環境の現状に応じた総合的・計

画的な環境施策を行うため、「阿蘇市環境基本計画」（以下、「本計画」という。）を策定いた

しました。 

目指すべき環境像「阿蘇の自然と共生する笑顔あふれる環境都市」の実現に向けて取り組

んでまいりますので、なお一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご審議、ご助言を賜りました阿蘇市環境審議会委員の皆

様をはじめ、貴重なご意見をいただきました多くの方々に厚く御礼申し上げます。 

 

 

平成 25年 8月 

 

 

阿蘇市長  佐 藤 義 興 
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